
 

 

 

 

 

 

茨城県の家きん農場で発生した高病原性鳥インフルエンザに係る 

本県疫学関連農場での防疫措置の完了について  

 

 令和５年２月２日（木）に高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と判定された

本県疫学関連農場において，防疫措置が完了しましたので，お知らせします。 

 

１ 農場の概要 

所 在 地 蔵王町 

飼養状況  全飼養羽数 家きん（あひる）約７００羽 

うち疑似患畜 約１００羽 

 

２ 防疫措置 

(１) 殺処分（疑似患畜） 

・令和５年２月２日（木）午前１０時３５分完了 

・殺処分羽数 １０８羽（速報値） 

 

(２) 汚染物品の処理，家きん舎の清掃・消毒 

・令和５年２月２日（木）午後１時３０分完了 

・殺処分家きんや飼料，敷料などの汚染物品は，医療廃棄物用の容器に  

密閉し，外側を消毒 

・家きん舎及び農場内については，清掃の上，消石灰を散布し，消毒 

 

３ 今後の予定 

・医療廃棄物用容器は，焼却施設にて焼却処理 

・疑似患畜以外の家きん（約６００羽）は，本日から１４日経過後（２月１７

日以降），臨床検査や抗体検査等により清浄性を確認し，当該農場の移動制

限を解除 
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